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入札公告等の概要（参考） 

  
本資料は、本業務の入札公告等に示した条件の概要や業務内容をお知らせするための参考資料で、

契約図書の一部ではありません。 
本業務の詳細な内容に関しては、公告文、特記仕様書等をご覧下さい。 

  

業務名 明治記念大磯邸園西地区１・2期（２２）工事監理業務 

業務内容 

本業務は、神奈川県中郡大磯町西小磯字稲荷松５８、神奈川県中郡大磯町西小磯字稲荷松

６５－２他に所在する建物における明治記念大磯邸園西地区1期（22）新営その他工事及

び明治記念大磯邸園西地区2 期（22）建築改修その他工事の工事監理業務を行うものであ

る。 

対象施設名称及び 

構造・規模 

① エントランス棟  
鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地上２階 延べ面積 1,187.05㎡ 

② 旧滄浪閣（伊藤博文邸跡・旧李王家別邸）旧李王家別邸 
木造 平屋建 延べ面積 546.9㎡ 

③ 旧滄浪閣（伊藤博文邸跡・旧李王家別邸）ホール棟 
木造 地上１階、地下２階 延べ面積 238.08㎡ 

④ 西園寺公望別邸跡・旧池田成彬邸 主屋 
鉄筋コンクリート造 一部木造、鉄骨造 地上２階、地下１階  延べ面積 799.85㎡ 

⑤ 西園寺公望別邸跡・旧池田成彬邸 車庫 
木造 地上２階 延べ面積 91.6㎡ 

⑥ 西園寺公望別邸跡・旧池田成彬邸 ポンプ室 
鉄筋コンクリート造 地下１階 延べ面積 16.2㎡ 

⑦ 西園寺公望別邸跡・旧池田成彬邸 流し場 

木造 平屋建 延べ面積 9.92㎡ 

対施設用途 
平成31年国土交通省告示第98号 別添二による分類  
①～⑥の施設は第十二号第２類、⑦の施設は第十二号 第１類とする。 

公告日／申請書の提出期限日

／開札日 
R4．11．15 ／ R4．12．１ ／ R4．12．23 

履行期間 契約締結の翌日から令和６年９月30日まで 

入札契約方式／落札方式 一般競争入札／総合評価落札方式    

競争参加資格の概要 

競争参加資格者は、１.に掲げる資格を満たしている単体企業、又は２.に掲げる資格を

満たしている設計共同体であること。 

１.単体企業 

(１) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 

(２) 関東地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和3・4年度建築関係建設コ

ンサルタント業務に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けているこ

と。 

（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再

生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、

関東地方整備局長が別に定める手続きに基づく一般競争（指名競争）
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参加資格の再認定を受けていると。） 

(３) 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規定に基づく、一級建築士事務

所登録を行っていること。 

（４）申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局長から建設

コンサルタント業務等に関し、指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

(５) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものと

して、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者

でないこと。 

(６) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき、更生手続き開始の申立てがな

されている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始

の申立がなされている者（（２）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

２.設計共同体 

１.単体企業に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であっ

て、「競争参加者の資格に関する公示」（令和４年11月15日付け関東地方整備局長）

に示すところにより関東地方整備局長から明治記念大磯邸園西地区１・２期（２２）

工事監理業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格（以下、「設計共同体とし

ての資格」という。）の認定を当該業務の開札の日までに受けているものであること。 

打合せ 

受注者間の打合せでは、WEB会議、情報共有システム（情報通信技術を活用し、受発

注者間など異なる組織間で情報を交換・共有することによって業務効率化を実現するシ

ステムをいう。以下同じ。）等が活用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報共有システムの活用 

 

(a) 本業務の対象工事は、工事関係者間の情報を電子的に交換・共有することにより業

務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。 

(b) 受注者は、次に掲げる業務の実施にあたり、対象工事の受注者が利用する情報共有

システムを利用するものとする。 

①一般業務のうち次に掲げる業務 

１．工事監理に関する業務 

(2)設計図書の内容の把握 

(3)設計図書に照らした施工図等の検討及び報告 

(4)対象工事と設計図書との照合及び確認 

(5)対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等 

２．工事監理に関するその他の業務 

(1)工程表の検討及び報告 

(2)設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告  

(3)対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等 

②追加業務のうち次に掲げる業務 

・完成図の確認 

・関連工事の調整に関する業務  

・施工計画等の特別の検討・助言に関する業務 

(c) 対象工事の受注者が利用する情報共有システムは、次の要件を満たすものである。 

①工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 2019年版営繕工事編 

②システム想定利用人数（ライセンスID数）：計３０名（発注者、工事受注者、工事

監理業務受注者、工事設計意図伝達業務受注者の合計） 

(d) 受注者が利用する情報共有システムに係る費用は対象工事に含まれる。当該費用は

情報共有システムへの登録料及び使用料である。 

 

対象工事では、情報共有

システムを積極的に活用

することにより、業務効率

化を図ることとしていま

す。 


